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令和６年全国家計構造調査の季節性の確認
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※「家計調査」による特別集計値。

※「夫婦子１人 勤労者世帯」は、「世帯主」「世帯主の配偶者」「世帯主の子」で構成される３人世帯であって、夫婦はともに65歳未満で、子は18歳未満、

または、18歳であって学校種別が「高校」である勤労者世帯。

※「２人以上 勤労者世帯」の生活扶助相当支出額及び年収階級の区分に用いる年収額は、世帯員１人あたりの額による。

○ 全国家計構造調査の対象期間である2024年10・11月の生活扶助相当支出を見ると、夫婦子１人勤労
者世帯の年収階級第１・十分位では10月の水準がやや低めに出ていることで同年５～９月平均（※）
を下回っているが、第１・五分位では同年５～９月平均を上回っている。二人以上勤労者世帯では、
第１・十分位、第１・五分位ともに、同年５～９月平均を上回っている。

○ なお、集計結果については誤差の程度を考慮して幅をもってみる必要があるほか、世帯類型によっ
てその傾向が同様ではないことには留意が必要である。
※10月～４月については、制度上、検証の対象とする生活扶助基準本体に加えて冬季加算や期末一時扶助といった季節的な需要増加に
対応する支給があることから、生活扶助基準本体と比較され得る消費水準を捉える観点から、当該加算等の対象期間とならない５～９
月平均を表示している。

2024年の生活扶助相当支出額の推移
【夫婦子１人 勤労者世帯】

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 10-11月 5-9月 年平均

年平均＝100 104.3 94.8 105.6 96.0 96.6 93.4 98.6 99.1 104.0 90.2 100.1 117.5 95.1 98.3 100.0

標準誤差 (9.6) (7.5) (8.5) (9.1) (6.2) (11.3) (8.6) (7.5) (9.1) (7.1) (8.2) (9.6) (5.4) (3.9) (2.5)

年平均＝100 100.8 92.3 103.1 91.6 101.7 98.5 95.5 99.1 100.7 100.3 100.5 115.8 100.4 99.1 100.0

標準誤差 (6.3) (5.2) (5.9) (5.9) (6.8) (8.3) (6.1) (5.5) (6.7) (8.6) (5.5) (6.1) (5.1) (3.0) (1.9)

（参考）【２人以上 勤労者世帯】

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 10-11月 5-9月 年平均

年平均＝100 96.8 91.1 103.4 94.8 92.1 90.7 94.2 110.1 95.5 103.3 103.8 124.1 103.5 96.5 100.0

標準誤差 (3.0) (3.0) (4.3) (3.4) (3.0) (3.9) (3.6) (3.6) (3.2) (4.0) (4.4) (5.6) (3.0) (1.6) (1.1)

年平均＝100 99.8 95.1 105.3 98.5 96.4 94.1 94.7 104.5 94.5 99.7 99.1 118.3 99.4 96.8 100.0

標準誤差 (2.3) (2.5) (3.0) (2.8) (2.4) (2.7) (2.4) (2.5) (2.2) (3.1) (2.7) (3.5) (2.1) (1.1) (0.8)
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【夫婦子１人 勤労者世帯】 [年平均＝100]

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 9-11月 10-11月 5-9月 年平均

年収階級 86.0 85.0 121.4 97.8 103.8 95.4 90.4 96.6 93.1 93.7 113.6 123.3 100.1 103.6 95.8 100.0 

第１・十分位 (6.8) (7.6) (16.6) (7.0) (8.4) (9.1) (8.7) (6.0) (8.4) (8.1) (15.6) (27.7) (6.5) (8.8) (3.7) (3.6)

年収階級 94.1 90.7 117.4 97.0 106.8 92.1 91.0 91.8 99.7 90.3 108.4 120.7 99.4 99.3 96.3 100.0 

第１・五分位 (5.2) (4.5) (9.5) (5.0) (6.6) (5.1) (5.3) (4.1) (7.5) (5.5) (8.5) (15.0) (4.2) (5.0) (2.6) (2.1)

（参考）【２人以上 勤労者世帯】 [年平均＝100]

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 9-11月 10-11月 5-9月 年平均

年収階級 103.2 93.4 105.0 100.1 104.2 98.6 104.1 96.8 95.0 94.9 97.7 107.0 95.9 96.3 99.7 100.0 

第１・十分位 (4.2) (3.1) (4.4) (4.0) (3.9) (3.6) (5.8) (3.0) (3.4) (4.0) (4.1) (3.7) (2.2) (2.9) (1.8) (1.2)

年収階級 104.1 93.9 105.7 97.0 103.6 94.9 98.8 98.9 98.6 97.8 96.5 110.2 97.6 97.1 99.0 100.0 

第１・五分位 (2.6) (2.0) (2.8) (2.4) (2.8) (2.2) (3.2) (2.7) (3.0) (3.0) (2.7) (2.6) (1.7) (2.0) (1.2) (0.8)

１ 調査対象月に関する事項
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2019年の生活扶助相当支出額の推移

（３）2019年の消費支出の動向（５／５）

② 10・11月の消費支出の状況

○ 全国家計構造調査の対象期間である2019年10・11月の生活扶助相当支出の状況をみると、これま
で検証にあたって参照してきた９～11月平均と大きな水準の差は見られない。

○ 一方、夫婦子１人の低所得世帯（年収階級第１・十分位、第１・五分位）では、同年５～９月平
均（※）を上回っている。ただし、集計結果については誤差の程度を考慮して幅をもってみる必要
があるほか、世帯類型によってその傾向が同様ではないことには留意が必要である。

※ 10月～４月については、制度上、検証の対象とする生活扶助基準本体に加えて冬季加算や期末一時扶助といっ
た季節的な需要増加に対応する支給があることから、生活扶助基準本体と比較され得る消費水準を捉える観点か
ら、当該加算等の対象期間とならない５～９月平均を表示している。

※ 上記は「家計調査」による特別集計。
※ 「夫婦子１人 勤労者世帯」は、「世帯主」「世帯主の配偶者」「世帯主の子」で構成される３人世帯であって、夫婦はともに65歳未満で、子は18歳未満、また

は、18歳であって学校種別が「高校」である勤労者世帯。
※  「２人以上 勤労者世帯」の生活扶助相当支出額及び年収階級の区分に用いる年収額は、世帯員１人あたりの額による。
※ （）内は、各数値の標準誤差。各金額について算出した標準誤差（詳細はP17）を年平均の金額で除して100を乗じた値。
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